
                         議案第２４号

日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。

      令和 ２ 年 ３ 月 ４ 日提出

                日立市長  小 川 春 樹

                                

（提案説明）

国民健康保険法施行令の改正に伴い、賦課限度額を引き上げる等のた

め、本条例を制定するものであります。



日立市国民健康保険条例の一部を改正する条例

日立市国民健康保険条例（昭和３４年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第１７条中「６１万円」を「６３万円」に改める。

第１７条の１８中「１６万円」を「１７万円」に改める。

第２１条第１項中「６１万円」を「６３万円」に改め、同項第３号中

「 ５ １ 万 円 」 を 「 ５ ２ 万 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 ６ １ 万 円 」 を

「６ ３ 万円 」に 改 め、 同 条第 ４項 中 「６ １ 万円 」を 「 ６３ 万円 」 に、

「１６万円」を「１７万円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の日立市国民健康保険条例の規定は、令和２

年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。


